
 
 
 
 
 

 

 小牧市立第一幼稚園では、預かり保育を行っています。 

子どもの健康と安全が確保されるような環境を用意するとともに、幼児が無理なく過ご

せるよう教育時間とのバランスを考えた活動を行います。 

 

 

〇対 象：小牧市立第一幼稚園の在園児 

 

〇実 施 日：①通常保育実施日 ※ただし、次の日を除く 

       ・式日（入園式、卒園式、修了式など） 

       ・事前に園が指定する日 

       （親子遠足・バス遠足・振替休日・該当児誕生月の誕生日会など） 

      ②長期休業期間（夏休み、冬休み、春休み） 

       ※ただし、土日祝、園が指定する夏季家庭保育期間、年末年始は除く 

 

〇定 員：２０人以内／１日 ※令和３年度より拡充しました。 

 

〇時間及び利用料 

 時間 利用料 

①通常保育実施日 
教育時間終了後から 

午後４時３０分 

１回１５０円 

（おやつ、お茶は持参） 

②長期休業期間 
午前８時３０分から 

午後４時３０分 

１回４５０円 

（昼食、おやつ、お茶は持参） 

※①②ともに、市が保育の必要性を認定した場合、利用料は幼児教育・保育の無償化の

対象となります。詳しい内容や申請方法等は「子ども・子育て支援新制度における幼

稚園・認定こども園（幼稚園部分）をご利用の方へ」（別冊子）をご覧ください。 

 

第一幼稚園預かり保育のご案内 



〇預かり保育申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付開始日が休園日の場合は次の保育実施日が受付開始日となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※預かり保育の必要がなくなった場合は、速やかに第一幼稚園へ連絡のうえ、 

「預かり保育辞退届」を提出してください。 

 

 

 

問い合わせ：小牧市 幼児教育・保育課 電話：0568－76－1130（直通） 

  小牧市立第一幼稚園    電話：0568－77－0408 

預かり保育希望日の前月１０日午前８時

３０分から預かり保育希望日までに「預

かり保育申込書」を提出してください。 

①申請 
(保育の必要性がある方) 

預かり保育希望日の前月２５日午前８時

３０分から預かり保育希望日までに「預

かり保育申込書」を提出してください。 

①申請 
(保育の必要性がない方) 

預かり保育決定後、市から「預かり保育決定通知書」を発行します。 

②決定 

通常保育実施日はおやつ、お茶をご持参ください。 

長期休業期間は昼食、おやつ、お茶、着替え一式をご持参ください。 

③利用 

 

幼児教育・保育の無償化対象のため、

支払いはありません。 

④支払 

実績に基づき納付書を発行しますの

で、納付期限までに指定の金融機関に

て納付してください。 

④支払 


